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第第３３節節  行行政政訴訴訟訟事事件件のの概概要要  

 
１ 概況 

全労委が交付した命令に対し、令和元年中に新たに地裁に行政訴訟が提起された

ものは 18 件で、このうち、都道府県労委が交付した初審命令に対するものは６件

（労働者側提起１件、使用者側提起５件）、また、中労委が交付した再審査命令に

対するものは 12 件（労働者側提起６件、使用者側提起６件）である。 

その結果、前年からの繰越しを含めた係属件数の総数は 70 件で、このうち都道

府県労委関係は 34 件（地裁 15 件、高裁 10 件、上告提起４件、上告受理申立て５

件）、中労委関係は 36 件（地裁 21 件、高裁９件、上告提起２件、上告受理申立て

４件）である。 

また、終結件数の総数は 39 件である。このうち都道府県労委関係事件は 19 件で、

終結区分別にみると、判決・決定が 15 件（地裁７件、高裁４件、上告１件、上告

受理申立て３件）、取下・和解が４件である。一方、中労委関係事件は 20 件で、終

結区分別にみると、判決・決定が 19 件（地裁８件、高裁６件、上告２件、上告受

理申立て３件）、取下・和解が１件である（第 17 表及び巻末統計表第 10-１表参照）。 

 

 

 
 
 

判決・決定事件は、次のとおりである。 

 
 

第17表　行政訴訟新規提起状況
（単位：件）

27 28 29 30 元

労 5 1 2 1 1

使 5 7 13 7 5

計 10 8 15 8 6

労 4 1 5 1 6

使 5 9 11 4 6

計 9 10 16 5 12

労 9 2 7 2 7

使 10 16 24 11 11

計 19 18 31 13 18

         　　　　　　年
労委

都 道 府 県 労 委

中 労 委

計
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地地裁裁 　　

番番
号号

事事      件件      名名 労労委委名名 裁裁判判所所名名 事事件件番番号号
提提
起起
者者

結結  果果
判判決決・・決決定定
  年年  月月  日日

1 ◎ 昭和ゴム外２社 中労委 東京
29(行ウ)195
29(行ウ)264

使
労

棄却 H31.2.14

2 ● 高槻市 大阪 大阪 29(行ウ)125 使 一部取消 H31.2.20

3 大乗淑徳学園 中労委 東京 29(行ウ)505 使 棄却 H31.2.21

4 大乗淑徳学園（緊急命令申立） 中労委 東京 30(行ク)174 委
緊急命令申立

認容
H31.2.21

5 文際学園 中労委 東京 30(行ウ)165 使 棄却 H31.2.28

6 ジェイウェーブ外１社 中労委 東京 29(行ウ)445 労 棄却 H31.3.22

7 九州商船 長崎 長崎 29(行ウ)16 使 棄却 H31.3.26

8 更生会 中労委 東京 30(行ウ)161 使
却下
棄却

H31.3.27

9 西日本旅客鉄道 広島 広島 30(行ウ)16 労 棄却 R1.5.8

10 札幌明啓院 北海道 札幌 30(行ウ)40 使 棄却 R1.10.11

11 サンプラザ 大阪 大阪 30(行ウ)2 使 棄却 R1.10.30

12 サンプラザ 大阪 大阪 30(行ウ)194 使 棄却 R1.10.30

13 祐愛会(その２) 中労委 東京 30(行ウ)566 使 棄却 R1.11.28

14 祐愛会(その２)（緊急命令申立） 中労委 東京 元(行ク)207 委
緊急命令申立

認容
R1.11.28

15 国際基督教大学 中労委 東京 30(行ウ)209 労 棄却 R1.12.16

16 アルファクラブ株式会社外１社 福島 福島 31(行ウ)2 使 棄却 R1.12.17

区区分分

高高裁裁 　　

番番
号号

事事      件件      名名 労労委委名名 裁裁判判所所名名 事事件件番番号号
提提
起起
者者

結結  果果
判判決決・・決決定定
  年年  月月  日日

17 ナンセイ/島正建設 大阪 大阪 30(行コ)124 使 棄却 H31.3.14

18 日本放送協会（名古屋駅前センター） 中労委 東京 30(行コ)322 使 棄却 R1.5.15

19 ☆ 日本郵便（晴海郵便局） 中労委 東京 31(行コ)10 委 全部取消 R1.7.11

20＊ ◎ 昭和ゴム外２社 中労委 東京 31(行コ)93 労 棄却 R1.8.1

21 札幌交通 北海道 札幌 31(行コ)3 労 棄却 R1.8.2

22＊ 大乗淑徳学園 中労委 東京 31(行コ)63 使 棄却 R1.8.8

23＊ 文際学園 中労委 東京 31(行コ)84 使 棄却 R1.8.8

24＊ 更生会 中労委 東京 元(行コ)142 使 棄却 R1.10.24

25＊ 九州商船 長崎 福岡 31(行コ)14 使 棄却 R1.10.31

26＊ 西日本旅客鉄道 広島 広島 元(行コ)15 労 棄却 R1.11.22

区区分分
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地裁 　

番
号

事   件   名 労委名 裁判所名 事件番号
提
起
者

結 果
判決・決定
 年 月 日

1 ◎ 昭和ゴム外２社 中労委 東京
29(行ウ)195
29(行ウ)264

使
労

棄却 H31.2.14

02.2.13H消取部一使521)ウ行(92阪大阪大市槻高●2

京東委労中園学徳淑乗大3 29(行ウ)505 使 棄却 H31.2.21

4 大乗淑徳学園（緊急命令申立） 中労委 東京 30(行ク)174 委
緊急命令申立

認容
H31.2.21

82.2.13H却棄使561)ウ行(03京東委労中園学際文5

6 ジェイウェーブ外１社 中労委 東京 29(行ウ)445 労 棄却 H31.3.22

62.3.13H却棄使61)ウ行(92崎長崎長船商州九7

使161)ウ行(03京東委労中会生更8
却下
棄却

H31.3.27

9 西日本旅客鉄道 広島 広島 30(行ウ)16 労 棄却 R1.5.8

11.01.1R却棄使04)ウ行(03幌札道海北院啓明幌札01

03.01.1R却棄使2)ウ行(03阪大阪大ザラプンサ11

03.01.1R却棄使491)ウ行(03阪大阪大ザラプンサ21

13 祐愛会(その２) 中労委 東京 30(行ウ)566 使 棄却 R1.11.28

14 祐愛会(その２)（緊急命令申立） 中労委 東京 元(行ク)207 委
緊急命令申立

認容
R1.11.28

15 国際基督教大学 中労委 東京 30(行ウ)209 労 棄却 R1.12.16

16 アルファクラブ株式会社外１社 福島 福島 31(行ウ)2 使 棄却 R1.12.17

区分

- 54 -
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第第３３節節  行行政政訴訴訟訟事事件件のの概概要要  

 
１ 概況 

全労委が交付した命令に対し、令和元年中に新たに地裁に行政訴訟が提起された

ものは 18 件で、このうち、都道府県労委が交付した初審命令に対するものは６件

（労働者側提起１件、使用者側提起５件）、また、中労委が交付した再審査命令に

対するものは 12 件（労働者側提起６件、使用者側提起６件）である。 

その結果、前年からの繰越しを含めた係属件数の総数は 70 件で、このうち都道

府県労委関係は 34 件（地裁 15 件、高裁 10 件、上告提起４件、上告受理申立て５

件）、中労委関係は 36 件（地裁 21 件、高裁９件、上告提起２件、上告受理申立て

４件）である。 

また、終結件数の総数は 39 件である。このうち都道府県労委関係事件は 19 件で、

終結区分別にみると、判決・決定が 15 件（地裁７件、高裁４件、上告１件、上告

受理申立て３件）、取下・和解が４件である。一方、中労委関係事件は 20 件で、終

結区分別にみると、判決・決定が 19 件（地裁８件、高裁６件、上告２件、上告受

理申立て３件）、取下・和解が１件である（第 17 表及び巻末統計表第 10-１表参照）。 

 

 

 
 
 

判決・決定事件は、次のとおりである。 

 
 

第17表　行政訴訟新規提起状況
（単位：件）

27 28 29 30 元

労 5 1 2 1 1

使 5 7 13 7 5

計 10 8 15 8 6

労 4 1 5 1 6

使 5 9 11 4 6

計 9 10 16 5 12

労 9 2 7 2 7

使 10 16 24 11 11

計 19 18 31 13 18

         　　　　　　年
労委

都 道 府 県 労 委

中 労 委

計
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地地裁裁 　　

番番
号号

事事      件件      名名 労労委委名名 裁裁判判所所名名 事事件件番番号号
提提
起起
者者

結結  果果
判判決決・・決決定定
  年年  月月  日日

1 ◎ 昭和ゴム外２社 中労委 東京
29(行ウ)195
29(行ウ)264

使
労

棄却 H31.2.14

2 ● 高槻市 大阪 大阪 29(行ウ)125 使 一部取消 H31.2.20

3 大乗淑徳学園 中労委 東京 29(行ウ)505 使 棄却 H31.2.21

4 大乗淑徳学園（緊急命令申立） 中労委 東京 30(行ク)174 委
緊急命令申立

認容
H31.2.21

5 文際学園 中労委 東京 30(行ウ)165 使 棄却 H31.2.28

6 ジェイウェーブ外１社 中労委 東京 29(行ウ)445 労 棄却 H31.3.22

7 九州商船 長崎 長崎 29(行ウ)16 使 棄却 H31.3.26

8 更生会 中労委 東京 30(行ウ)161 使
却下
棄却

H31.3.27

9 西日本旅客鉄道 広島 広島 30(行ウ)16 労 棄却 R1.5.8

10 札幌明啓院 北海道 札幌 30(行ウ)40 使 棄却 R1.10.11

11 サンプラザ 大阪 大阪 30(行ウ)2 使 棄却 R1.10.30

12 サンプラザ 大阪 大阪 30(行ウ)194 使 棄却 R1.10.30

13 祐愛会(その２) 中労委 東京 30(行ウ)566 使 棄却 R1.11.28

14 祐愛会(その２)（緊急命令申立） 中労委 東京 元(行ク)207 委
緊急命令申立

認容
R1.11.28

15 国際基督教大学 中労委 東京 30(行ウ)209 労 棄却 R1.12.16

16 アルファクラブ株式会社外１社 福島 福島 31(行ウ)2 使 棄却 R1.12.17

区区分分

高高裁裁 　　

番番
号号

事事      件件      名名 労労委委名名 裁裁判判所所名名 事事件件番番号号
提提
起起
者者

結結  果果
判判決決・・決決定定
  年年  月月  日日

17 ナンセイ/島正建設 大阪 大阪 30(行コ)124 使 棄却 H31.3.14

18 日本放送協会（名古屋駅前センター） 中労委 東京 30(行コ)322 使 棄却 R1.5.15

19 ☆ 日本郵便（晴海郵便局） 中労委 東京 31(行コ)10 委 全部取消 R1.7.11

20＊ ◎ 昭和ゴム外２社 中労委 東京 31(行コ)93 労 棄却 R1.8.1

21 札幌交通 北海道 札幌 31(行コ)3 労 棄却 R1.8.2

22＊ 大乗淑徳学園 中労委 東京 31(行コ)63 使 棄却 R1.8.8

23＊ 文際学園 中労委 東京 31(行コ)84 使 棄却 R1.8.8

24＊ 更生会 中労委 東京 元(行コ)142 使 棄却 R1.10.24

25＊ 九州商船 長崎 福岡 31(行コ)14 使 棄却 R1.10.31

26＊ 西日本旅客鉄道 広島 広島 元(行コ)15 労 棄却 R1.11.22

区区分分
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地裁 　

番
号

事   件   名 労委名 裁判所名 事件番号
提
起
者

結 果
判決・決定
 年 月 日

1 ◎ 昭和ゴム外２社 中労委 東京
29(行ウ)195
29(行ウ)264

使
労

棄却 H31.2.14

02.2.13H消取部一使521)ウ行(92阪大阪大市槻高●2

京東委労中園学徳淑乗大3 29(行ウ)505 使 棄却 H31.2.21

4 大乗淑徳学園（緊急命令申立） 中労委 東京 30(行ク)174 委
緊急命令申立

認容
H31.2.21

82.2.13H却棄使561)ウ行(03京東委労中園学際文5

6 ジェイウェーブ外１社 中労委 東京 29(行ウ)445 労 棄却 H31.3.22

62.3.13H却棄使61)ウ行(92崎長崎長船商州九7

使161)ウ行(03京東委労中会生更8
却下
棄却

H31.3.27

9 西日本旅客鉄道 広島 広島 30(行ウ)16 労 棄却 R1.5.8

11.01.1R却棄使04)ウ行(03幌札道海北院啓明幌札01

03.01.1R却棄使2)ウ行(03阪大阪大ザラプンサ11

03.01.1R却棄使491)ウ行(03阪大阪大ザラプンサ21

13 祐愛会(その２) 中労委 東京 30(行ウ)566 使 棄却 R1.11.28

14 祐愛会(その２)（緊急命令申立） 中労委 東京 元(行ク)207 委
緊急命令申立

認容
R1.11.28

15 国際基督教大学 中労委 東京 30(行ウ)209 労 棄却 R1.12.16

16 アルファクラブ株式会社外１社 福島 福島 31(行ウ)2 使 棄却 R1.12.17

区分

- 54 - - 55 -
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（注） 
１ 番号に＊を付した事件は、「２ 判決の概要」の同一年内の下級審において一括説明したも

のを示す。 

２ 区分に付記した記号は、以下のとおり。 

◎ 中労委の「主な命令」に係る事件を示す。 

● 労働委員会命令が全部取消された事件、又は全部取消した下級審判決が上級審にお

いて維持された事件を示す。 

▲ 労働委員会命令が一部取消された事件、又は一部取消した下級審判決が上級審にお

いて維持された事件を示す。 

☆ 労働委員会命令が取り消された後、当該下級審判決が上級審において取消ないし破

棄自判により、労働委員会命令が支持された事件を示す。 

   ３ 緊急命令申立があった事件の決定内容は、「２ 判決の概要」の地裁の基本事件において

一括説明した。 

 

  

最最高高裁裁

番番
号号

事事      件件      名名 労労委委名名 裁裁判判所所名名 事事件件番番号号
提提
起起
者者

結結  果果
判判決決・・決決定定
  年年  月月  日日

27 福岡教育大学 中労委 最高裁 30(行ヒ)382 使 不受理 H31.1.29

28 ☆ 高槻市 大阪 最高裁 30(行ヒ)458 使 不受理 H31.3.5

29 ▲ 文際学園 大阪 最高裁
31(行ツ)5
31(行ヒ)5

使
棄却

不受理
H31.4.23

30 ◎ 大阪市（チェック・オフ廃止） 中労委 最高裁
30(行ツ)382
30(行ヒ)442

使
棄却

不受理
H31.4.25

31 ダイシン物流 中労委 最高裁
31(行ツ)78
31(行ヒ)90

使
棄却

不受理
R1.6.7

32＊ ナンセイ/島正建設 大阪 最高裁 元(行ヒ)201 使 不受理 R1.8.20

区区分分
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２２  判判決決のの概概要要  
  ((11))  初初審審かからら直直接接行行政政訴訴訟訟がが提提起起さされれたた事事件件  

    イイ  地地裁裁  

    高高槻槻市市事事件件〔〔№№22〕〕  

  （（大大阪阪地地裁裁  平平成成 2299 年年（（行行ウウ））第第 112255 号号  平平成成 3311 年年 22 月月 2200 日日判判決決））  

  【事件概要】 

   市が、①(i)市立小学校の英語指導助手について、直接雇用を廃止して外部委託

に一本化し、組合員たる英語指導助手を雇止めするとともに、(ii)英語指導助手

に対して指導等を行う組合員たるスーパーバイザー（SV）についても雇止めした

こと、②組合らに対し、英語指導助手及び SV が労基法上の労働者に該当しない

又は市の職員ではない旨回答したことなどが、それぞれ不当労働行為に当たると

して救済申立てがあった事件である。 

   大阪府労委は、(1)市に対して、①(ii)は不当労働行為に当たることについて組

合への文書手交を命じ、(2)その余の申立てを棄却した。 

   市は、これを不服として、大阪地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、

市の請求を認容し、命令を取り消した。 

 【主文要旨】〔大阪府労委命令を取消〕 

   救済命令のうち(1)を取り消す。 

 【判示要旨】 

  １ 市が、本件英語指導助手及び本件 SV の廃止を決めた時点について 

市教委教育センターの担当主査は、平成 26 年８月頃、平成 27 年度以降の事

業費に本件英語指導助手及び本件 SV を廃することを前提とする内容の事業計

画書を作成したこと、庁内政策財政部長のヒアリングに際して市教委教育セン

ター所長が本件 SV の廃止を前提とした資料を用い事業計画に関する説明を行

っていること等の事実が認められたことからすると、平成 26 年６月頃に上司た

る所長より本件英語助手及び本件 SV を廃止する方針を告げられたと認められ、

これ以降、同センター及び市教委内において、このような方針が一旦覆された

ような事情も窺えないことを併せ鑑みると、同センターないし市教委において、

本件英語指導助手及び本件 SV の廃止を決めたのは、本件 SV が組合加入を通知

した同年９月９日よりも以前であったと認めるのが相当である。 

  ２ 市が本件契約を更新しなかったことが不当労働行為（労組法７条１号及び３

号）に該当するか否かについて 

(1) １の事実からすると、市教委ないし市教委内における同契約の更新に関係

する部局が本件契約を更新しない旨決定した時点において、市教委ないしそ

の部局が本件組合員の組合への加入を意識していたとは認められない。そう
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